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〔委 員〕笹田委員長、川上副委員長、三浦委員、沖田委員、柳楽委員、飛野委員、 
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〔委員外議員〕西川議員、西村議員 
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議 題 

1  令和 3年 3月浜田市議会定例会議について 資料1 

⑴ 会議予定について 

 

 

⑵ その他 

 

 

2  会派代表による一般質問（案）について 資料2 

 

 

 

3  浜田市議会関係例規等の一部改正について 資料3 

 ⑴ 浜田市議会政務活動費の交付に関する細則の一部改正について 

 

 ⑵ 政務活動費【交付マニュアル・使途運用基準】の一部改正について 

 

 

 

4  その他 

 



資料1

期間 日程案 会場 開始時間

1月 27日 (水) 総務文教委員会 全員協議会室 10時～

28日 (木) 福祉環境委員会 全員協議会室 10時～

29日 (金) 産業建設委員会 全員協議会室 10時～
30日 (土)
31日 (日)

2月 1日 (月) 議員研修会 全員協議会室 10時～

議会運営委員会 全員協議会室 13時30分～
2日 (火)
3日 (水)
4日 (木)
5日 (金) 全員協議会 議場 10時～
6日 (土)
7日 (日)
8日 (月)
9日 (火)
10日 (水)
11日 (木) 建国記念の日

12日 (金)
会派代表質問・個人一般質問
メール・FAX受付締切【11時まで】
請願・陳情・意見書・決議提出期限
【17時まで】

13日 (土)
14日 (日)

15日 (月)
会派代表質問・個人一般質問
提出締切【11時まで】

16日 (火)
17日 (水) 議会運営委員会 全員協議会室 10時～
18日 (木)

19日 (金)
一般質問説明用パネル提出締切
【12時まで】

20日 (土)
21日 (日)
22日 (月)
23日 (火) 天皇誕生日
24日 (水) 1 開会　提案説明 議場 10時～

全員協議会 議場 本会議終了後

総務文教委員会 第1委員会室 全員協議会終了後

福祉環境委員会 第2委員会室 全員協議会終了後

産業建設委員会 第3委員会室 全員協議会終了後

25日 (木) 2 会派代表質問 議場 10時～

26日 (金) 3 個人一般質問 議場 10時～
27日 (土) 4
28日 (日) 5

3月 1日 (月) 6 個人一般質問 議場 10時～

2日 (火) 7 個人一般質問 議場 10時～

3日 (水) 8 議案質疑 議場 10時～

4日 (木) 9 総務文教委員会 全員協議会室 10時～

5日 (金) 10 福祉環境委員会 全員協議会室 10時～
6日 (土) 11
7日 (日) 12
8日 (月) 13 産業建設委員会 全員協議会室 10時～

9日 (火) 14 休会

10日 (水) 15 予算決算委員会 議場 10時～

11日 (木) 16 予算決算委員会 議場 10時～

12日 (金) 17 予算決算委員会 議場 10時～
13日 (土) 18
14日 (日) 19
15日 (月) 20 予算決算委員会（予備） 議場 10時～

討論通告期限【17時まで】

16日 (火) 21 休会

対抗討論通告【13時まで】

17日 (水) 22 採決 議場 10時～

全員協議会 議場 本会議終了後

議会運営委員会 全員協議会室 全員協議会終了後

令和3年3月浜田市議会定例会議日程（案）



1/1 

「会派代表による一般質問」実施要領（案） 

平成 19 年 12 月 20 日議会運営委員会決定 平成 20 年 9 月 19 日議会運営委員会改正 

平成 21 年 12 月 16 日議会運営委員会改正 平成 24 年 1 月 23 日議会運営委員会改正 

平成 25 年 2 月 6 日議会運営委員会改正 平成 25 年 12 月 18 日議会運営委員会改正 

平成 27 年 12 月 14 日議会運営委員会改正 平成 29 年 2 月 16 日議会運営委員会改正 

平成 30 年 2 月 14 日議会運営委員会改正 平成 31 年 1 月 29 日議会運営委員会改正 

令和 2 年 1 月 22 日議会運営委員会改正 令和●年●月●日議会運営委員会改正 

１． 導入目的 

会派制を導入している浜田市議会が、本市における行政全般の政策上の問題について、

会派の独自の調査・研究をもとに代表者が市長その他の行政委員会に基本的方針等を大局

的見地から質問・提案することにより、当市の政策課題を明らかにするとともに、個人一

般質問の論点の精査及び議論の活性化を図り、もって議会運営の円滑化と市民の市政運営

に対する関心と理解を深めることを目的とする。名称は「会派代表質問」とする。  

２． 名称及び導入時期 

名称は「会派代表質問」とし、実施時期は、市長が施政方針表明を行う定例会議のみに

おいて実施することとし、平成 20 年 3 月定例会から導入する。 

３． 実施の方法 

項 目 内  容 

①実施日程 施政方針表明の後、個人一般質問を行う前に実施する。 
当面 1日間で実施することとする。 

②質問の内容 市長の施政方針及び、その他の行政委員会に対する基本的な方針、及び方
向性等について会派の意思統一を図ったものを原則として質問することと
する。 

③対象会派 議長に届け出た会派のうち、2人以上の会派を対象とする。 

④質問の通告 質問項目の重複を調整するため、個人一般質問の通告期限の 2 日前の 11
時までに仮通告（本通告に準ずる）をすることとする。会派代表者会議で調
整し、本通告は個人一般質問の通告期限と同様とする。通告書は、所定の様
式により質問の項目、要旨及び質問者名を記入し、会派代表者が議長に提出
することとする。施政方針表明の原稿は、議会運営委員会の概ね１週間前に
議員に配付とする。 
質問者は、一つの会派から複数選出を可能とし、人数制限は行わない。記

入項目は、大・中項目（題名）、小項目（要旨）とする。 

⑤質問時間・方法 質問は、持ち時間制とし答弁を含まないこととする。 
持ち時間は、2人会派 30分、4人会派 40分、6人会派 50分、8人会派 60

分とする。質問順は、会派の人数の多い順とし、同一人数の場合は抽選とし、
一会派で複数質問者がいる場合は、当該会派が順番を定める。最初の質問は、
演壇において一括質問とし、再質問は、質問席において一括して行うことと
する。（※令和 3 年 3 月定例会議においては新型コロナウイルス感染症拡大
防止の観点から上記の時間を 10分短縮する。） 

⑥答弁の方法 市長の最初の答弁は演壇において行うこととし、再質問に対する市長の答
弁及びその他の行政委員会代表者の答弁は自席とする。 

⑦個人一般質問 会派代表質問を行う者は、個人一般質問の通告を行わないこととする。 
なお、個人一般質問の通告を行う者は、所属の会派代表質問と重複しない

質問内容でなければならない。ただし、基本的方針について会派代表質問を
行い、具体的内容について個人一般質問を行う場合は可能とする。その場合、
代表質問と違う意見を持って個人一般質問を行うことがないよう留意する
こと。 

 

資料 2 



会派代表による一般質問について（12月3日議会運営委員会会議録抜粋）

検討事案 施政方針・教育方針提供から会派代表者会議の流れについて

議長

会派代表質問は何のためにやるのか、原点に立ち返って考えねば
ならない。単なるパフォーマンスで終わるならやめたほうがよい。
個人一般質問とは違う角度、違う重みで執行部に響き、物事が動く
なら会派代表者質問は非常に有効である。
施政方針に関してが基本となっているが、施政方針に欠落してい

る重要な問題もたくさんある。施政方針に沿ってではなく、会派内
で問題を抱えているなら、会派内でしっかり議論して共通認識のも
とに執行部にぶつける。そこが個人一般質問とは全く違う。会派と
しての共通認識で執行部に対して議論を行う。その辺のメリハリを
つけることで、皆に論戦をはっていただきたい。おおむね皆さん方
単に聞くだけとか意味のないこととは言わないが中身のある共通認
識のもとで集団意見としてお示しいただければありがたい。より会
派が結束して、さらに市議会がボトムアップするのだと思っている
のでよろしくお願いする。

山水海
会派の色を出すべきだというのが共通認識である。したがって会

派間調整も難しい。会派間の調整はなし。

創風会

浜田市議会の代表質問で今一番問題なのは、代表質問の内容が会
派の提案ではなく、ただ聞くだけ、施政方針のオウム返しの質問が
混じっていることが問題だと思う。きちんと揉んでもらいながら自
分たちの会派の考えはこうだが、市長どうなのかときちんと集約で
きれば重複しても構わないのではないか。ただ聞くのが重複してし
まうと教育振興についてお尋ねしますとなると全てそうなってしま
うので非常に安易な質問になってしまう。
問題は内容ではないかと、うちの会派では検討した。うちの会派は
最初の段階で各常任委員会所属委員に内容を割り振ったりして提案
してもらっていたのだが、その後にまた会派で持ち寄って確認して
いく作業を、今後はしていかないといけないと感じている。

未来

　創風会、山水海、超党はまだと同じ考えを持っている。
この3月に会派間の調整をさせてもらったが、できなかった。各々

会派で考え方を持っているので、その特徴の中で例えば提案型に
なったり、もっと上の考え方を持つかどうかは会派の色なので。

公明クラブ
これまで施政方針、教育方針の中身から大体質問されるのが多

く、質問だけに終わる傾向が強かったと思う。質問の中に提案が含
まれるのが理想だと思う。

超党はまだ
会派の政見を持ちながら事実関係を問う質問を避けながら会派の

政策を訴えると、提案することに力点を置いたらどうかと思ってい
る。

西村議員
(オブザーバー)

（この部分への発言はなし）

西川議員
（オブザーバー）

会派の色が出るようにするなら、代表者会議はなくてよい。



 

 

 

 

 

議会改革に関する検討結果 
 

第 3 回報告書 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年 12 月 

議員定数等議会改革推進特別委員会 

 



令和 2 年 12 月 9 日 

 

 浜田市議会議長 川 神 裕 司  様  

 

 

議員定数等議会改革推進特別委員会  

委員長  牛 尾   昭  

 

 

議会改革に関する検討結果について（第 3 回報告） 

 

 当委員会で定めました議会改革の検討項目のうち、検討が終了した事項につ

いて下記のとおり結果を報告します。  

今後、検討結果に伴う事務処理をはじめ、必要に応じて全議員への周知また

は関係委員会への通知等、適切な対応をお願いいたします。  

 

記  

1 政務活動費の広報費について 

 広報費については、現状で政務活動費を充てることができる経費としていな

いため、全国市議会議長会の示した「政務活動費に関するＱ＆Ａ（参考指針）」、

他市の事例、裁判での判例や関係する研修資料等を参考に、経費の範囲に広報

紙の作成を含む「広報費」を追加するかどうかを検討した。 

 広報費は広報活動を通じて、住民の要望、意見等を把握することにつながる

と考えられるため、判例等はこれを認めているが、議員の政務活動と議員のＰ

Ｒを目的とする政務活動以外の活動が併存する可能性が高く、全国的にも不適

切な使用により問題となっているケースも多くある。 

 なかでも広報紙の作成について、紙面の中に選挙・政党活動に関する内容や

議員個人のＰＲにつながると認められる内容、写真等が掲載されている場合は、

政務活動として認めるにはふさわしくなく、当該広報紙に占める割合等を考慮

し、費用按分の検討も必要となる。 

 このため、政務活動として認めるか否かの判断、費用按分の判断も容易でな

く、かつ不明瞭な部分も多く、公平性や透明性を重視する観点から、引き続き

広報費は経費から除外することとし、今後必要に応じて検討していくこととす

る。 

 

2 政務活動費の広聴費について 

 広聴費については、議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望

又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費として、現状でも政務活動費



を充てることができる経費としているが、使用実績も少ないため、具体的な活

用事例を含め、下記のとおり検討した。 

（1）浜田市議会政務活動費の交付に関する細則の改正 

 ア 新たに 9 項を追加し、広聴費を使用して意見交換会等を開催したときは、

終了後 14 日以内に議長に意見交換会等実施報告書を提出することとする。 

 イ 意見交換会等実施報告書の様式として様式（細則 9）を追加する。（別添

のとおり） 

 ウ 別表「政務活動費をあてることができる経費」の「広聴費」中、支出す 

  ることができるものの項目に、文書通信費、旅費を追加（条例にあわせる。） 

  及び支出することができないものの項目に、「議員の所属政党または後援会 

  等が主催する意見交換会、後援会会員のみへ行うアンケート」を追加する。 

  （別添のとおり） 

 

（2）政務活動費【交付マニュアル・使途運用基準】の更新 

 広聴費の具体的な充当例や活用事例、注意点等を明記し、政務活動費【交付

マニュアル・使途運用基準】を更新する。（別添のとおり） 



浜田市議会政務活動費の交付に関する細則 

平成 18 年 2 月 16 日 

改正 平成 19 年 3 月 20 日 

平成 22 年 3 月 18 日 

 平成 25 年 3 月 12 日 

平成 25 年 7 月 26 日 

平成 28 年 11 月 25 日 

平成 31 年 3 月 12 日 

令和 2 年 3 月 16 日 

令和 3 年 〇〇月〇〇日 

浜田市議会運営委員会決定 

  

浜田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成 17年浜田市条例第 6号)第 5条

別表政務活動費使途基準の取り扱いについて下記のとおり定める｡ 

 

1 政務活動費をあてることができる経費の範囲は､別表のとおりとする｡ 

 

2  議長は､本細則を改廃しようとするときは､議会運営委員会に諮って了承を得

て実施する｡ 

 

3 収支報告書に添えて提出する領収書等証拠書類については､原則原本とし､原

本の提出が困難な場合は写しをもってこれに代えることができる｡ 

 

4  議員は､政務活動費を支出したときは必ず領収書(書籍購入などのときは備考

欄に題名等の記入をするなど支出内容を明確にする｡)を得ることとし､領収書が

得られないときは､支出内容を証明する書類(ﾚｼｰﾄや相手方が発行する支出証明

書等)を得ること｡ 

なお､どうしても領収書や支出を証明する書類が得られないとき(調査研究費

を支出したときなど)は､証明できるものをもってこれに代えることができる｡ 

 

5  議員が調査研究費を使用して市外への調査研究を行うとき､研修会などに参加

するときは､議長に調査研究活動申請書を提出し承認を得るものとする｡また､調

査研究活動終了後は 14 日以内に議長に調査研究活動報告書を提出するものとす

る｡ 

 

6 議員が政務活動費の交付を受けて調査研究等の活動中に事故等により被害を 

受けた場合にあっても､公務災害補償の対象にはならない｡ 

 

7 平成19年度分の政務調査費収支報告書提出時から､具体的な支出内容を示す添

付資料を提出することとする｡ 

 

8  議員が要請･陳情活動費を使用して要請･陳情活動を行うときは､議長に要請･



陳情活動申請書を提出し承認を得るものとする｡また､要請･陳情活動終了後は 5

日以内に議長に要請･陳情活動報告書を提出するものとする｡ 

 

9  議員が広聴費を使用して意見交換会等を開催したときは、意見交換会等終了

後 14 日以内に議長に意見交換会等実施報告書を提出するものとする。 

  

  

附則 

この細則は､平成 18 年 4 月 1 日から施行する｡ 

平成 19 年 3 月 20 日 一部(7 項を追加及び別表使途基準細目変更)を改正｡ 

   平成 22 年 3 月 18 日 一部(5 項中報告書様式を変更､追加及び別表使途基準細

目変更)を改正 

   平成 25 年 3 月 12 日 一部(本則中政務調査費を政務活動費に変更及び 8 項を

追加し申請書､報告書様式を新たに規定及び別表

を改正)を改正 

平成 25 年 7 月 26 日 一部(別表政務活動費をあてることができる経費)を改正 

平成 28年 11月 25日 一部(5項中調査研究活動報告書の提出期限を変更)を改 

正 

平成31年3月12日 一部(3項を領収書等証拠書類について変更及び別表資料

作成費を変更)を改正 

令和 2 年 3 月 16 日 一部(別表政務活動費をあてることができる経費中、資料

購入費の新聞購読料について変更及び備考欄を設

け、宿泊料について追加)を改正 

  令和〇年〇月〇日 一部(広聴費の意見交換会等の開催に関する事項として 9 

             項及び様式（細則 9）を追加、別表変更）を改正 

  

 



別表 政務活動費をあてることができる経費 

費目 支出することができるもの 支出することができないもの 

調査研究費 ○旅費(運賃､宿泊料) 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､ｶﾞｿ

ﾘﾝ代実費 

○調査委託(ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ委託)に要す

る経費 

 

〇ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料 

(経費の 1/3 以内､年間上限額を 1

万円以内) 

〇ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末使用料 

(経費の 1/3 以内､年間上限額を 1

万円以内) 

○調査研究に必要な資料印刷費  

●議長が承認しない視察旅費 

●先進地の位置付けに明確さを欠く

視察 

●海外視察に係る経費 

※議長に承認を得た､友好都市及び

それに準ずる都市についての視察

は認める 

●議員の飲食費(食料費) 

●視察先への土産代 

研修費 ○会場使用料 

○講師謝礼 

○講師との食事代(講師分のみ) 

○旅費(運賃､宿泊料) 

○研修会等参加者負担金､会費 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､ｶﾞｿ

ﾘﾝ代実費 

●議員の飲食費 ●茶菓子 

●講師への土産代 

●政治団体等への大会､研修会等の

参加費､交通費､宿泊料等 

※ 食料費は原則的に認められない

が､研究研修費における｢出席者負

担金｣や｢会費｣の中に食料費が含

まれている場合は認める｡ 

広聴費 ○会場使用料 ○資料印刷費 

○会議に伴う湯茶､茶菓子代 

○文書通信費 

○旅費  

●飲食費 

●議員の所属政党または後援会等が 

 主催する意見交換会、後援会会員 

 のみへ行うアンケート 

要請･陳情 

活動費 

 

 

 

○印刷費 ○写真代 ○文書ｺﾋﾟｰ代 

○事務用品､消耗品 

○旅費(運賃､宿泊料) 

○車借上料(ﾊﾞｽ､ﾀｸｼｰ等) 

○車利用の場合は有料道路代､ｶﾞｿ

ﾘﾝ代実費 

○郵送料 

●議長が承認しない要請･陳情活動

の経 

 費 

 

 

 

 

 

資料作成費 ○印刷費 

○写真代 

○文書ｺﾋﾟｰ代 

○研究･研修･視察等の報告書作成

に係る印刷代､写真代 

○事務用品､消耗品 

(明確に政務活動費に係るもの

以外は按分:該当経費の 1/3 以

内､年間上限額を 1 万円以内) 

○ﾘｰｽ料 

●議員個人､政党の宣伝活動に係る

経費 

●選挙活動の資料作成費 

●議会活動報告書等の印刷､郵送料

等の経費 



資料購入費 ○書籍購入費 

(明確に政務活動費に係るもの以

外は按分:該当経費の 1/3 以内) 

○新聞購読料(専門誌のみ該当経

費の 1/3 以内) 

●新聞購読料で一般紙は認めない｡ 

●所属政党､宗教等の図書､雑誌､新

聞 

 等 

 

その他 

(上記費目

すべてに該

当) 

 ●電話代(自宅､携帯) 

●名刺代 

●議員個人の自動車管理費 

●政治活動に係る経費 

●慶弔関係経費､見舞金､餞別､寸志､

電報､祝詞等 

●政党への寄付金 

●私的支出に係る経費 

備  考  宿泊料は、原則実費とし、浜田市職員等の旅費に関する条例の別表に

ある常勤の特別職の職員の宿泊料から朝食・夕食代の 2,600 円を除いた

額（県内は 9,200 円、県外は 10,500 円、東京都・政令指定都市は 12,500 

円）の範囲内とし、超える部分は自己負担とする。 

 

※詳細については、政務活動費【交付マニュアル・使途運用基準】を参照すること 

 



様式(細則 9) 

  年  月  日 

 

 

 浜田市議会議長  様 

 

 

                   議員名             ㊞ 

 

 

意見交換会等実施報告書 
 

   下記のとおり意見交換会等を行ったので、その結果を報告します。 

 

記 

 

日   時    年  月  日（ ）   時  分 ～   時  分 

場   所 

 

参 加 者  

目的・内容 

 

備   考 
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内  容 
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談など

に要する経費 

支出内容 会場使用料、資料印刷費、会議に伴う湯茶、茶菓子代、文書通信費、旅費 

充当例等 

【会場使用料、資料印刷費、会議に伴う湯茶、茶菓子代】  

 議員が行う住民からの意見聴取、住民相談、意見交換会等の開催に係る会場使用

料、垂れ幕、看板等の作成費、お茶代（ペットボトル程度）、茶菓子代（200円程

度）、アンケート用紙やDM等又は懇談会や住民相談会等で使用する書類の作成費、は

がき代 

備  考 

支出できない経費 

●飲食費 

議員のお茶代・飲食費   

※はがき、切手など・・・当該年度中に使用するもののみ支出可能 

 従って必要な使用枚数のみ購入のこと  

●議員の所属政党または後援会等が主催する意見交換会等 

●後援会会員のみへ行うアンケート等 

 

支出できる経費と注意点 

○住民との意見交換会等は、会派で、または他の議員との合同で開催する場合も支出 

 可能。※選挙活動（または選挙の事前運動）、政党活動、後援会活動との誤解を生 

 じさせないよう参加対象者等に配慮すること。 

  例）幼稚園統合に関する市民との意見交換会 

    協働のまちづくりに関する意見交換会 など 

    経費…会場使用料、開催案内文の郵送代、折り込み料、資料印刷代、 

       お茶代・茶菓子代など 

○市民へのアンケートについては、アンケート内容がわかるもの（使用したアンケ 

 ート用紙など）を添付すること。 

  例）風力発電事業に関する地域住民アンケート 

    神楽館整備に関する市民アンケート など 

    経費…アンケート用紙印刷代、アンケート用紙の配付、回収に係る郵送代、 

       折り込み料など        

○印刷製本費については、必ず、成果品を１部添付又は提出すること。 

○郵送代を支出した場合には、実際に送付したもの（現物あるいは写し）を１部添付 

 すること。ただし、印刷製本費の成果品と重複する場合には、政務活動費収支報告 

 書添付資料に明記の上、省略可とする。  

○意見交換会等を開催したときは、意見交換会等実施報告書を終了後14日以内に提出 

 すること。 

広聴費 


